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問　

子
育
て
環
境
の
充
実
を
図

る
た
め
、
子
ど
も
・
子
育
て
関
連

３
法
が
成
立
し
た
。
新
制
度
で
の

新
た
な
支
援
策
を
実
施
す
る
に

は
、子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計

画
を
策
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
策

定
に
当
た
り
、
保
育
園
な
ど
の
現

場
や
子
育
て
家
庭
の
声
を
反
映
さ

せ
る
た
め
、
子
ど
も
・
子
育
て
会

議
を
設
置
し
な
い
か
。
新
制
度
で

公
明
党　
　
　

出
口
け
い
子

は
、
幼
稚
園
と
保
育
園
が
一
体
的

に
運
営
を
行
う
、
幼
保
連
携
型
認

定
こ
ど
も
園
を
拡
充
す
る
こ
と
と

な
っ
た
。
本
市
で
も
、
積
極
的
な

誘
導
を
望
む
が
ど
う
か
。
ま
た
、

病
児
・
病
後
児
保
育
に
対
し
て
も

財
政
支
援
が
あ
る
。
医
療
機
関
の

確
保
や
公
的
機
関
で
の
実
施
も
検

討
す
べ
き
と
思
う
が
ど
う
か
。

　

答　

市
町
村
子
ど
も
・
子
育
て

会
議
の
設
置
は
努
力
義
務
で
あ
る

が
、
地
域
の
子
育
て
ニ
ー
ズ
の
反

映
や
子
育
て
家
庭
の
実
情
を
踏
ま

え
た
新
た
な
制
度
へ
の
取
り
組
み

の
た
め
、設
置
し
て
い
き
た
い
。幼

保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
は
、
特

に
低
年
齢
の
待
機
児
童
解
消
に
有

効
と
考
え
る
。
認
可
幼
稚
園
に
対

し
て
、
積
極
的
に
情
報
提
供
す
る

と
と
も
に
、
意
向
を
伺
い
な
が
ら

誘
導
を
図
っ
て
い
き
た
い
。ま
た
、

病
児
・
病
後
児
保
育
は
、市
民
の
要

望
も
あ
り
、
実
施
す
る
施
設
が
必

要
と
考
え
て
い
る
。開
設
に
向
け
、

本
市
の
実
情
に
合
っ
た
施
設
と
な

る
よ
う
、
医
療
機
関
や
医
師
会
な

ど
に
働
き
か
け
て
い
き
た
い
。

（
ほ
か
に
「
高
齢
者
・
障
が
い
者

の
身
体
能
力
を
高
め
る
対
策
に
つ

い
て
」
を
質
問
）

　
　
　
　
　
　
　

二
見　

昇

　

問　

深
谷
落
合
地
区
の
ま
ち
づ

く
り
事
業
で
は
、
地
権
者
が
家
族

や
財
産
を
守
る
た
め
、
正
確
な
情

報
を
得
て
、
賢
明
な
判
断
を
す
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
事
業
推
進

の
前
提
条
件
は
、（
仮
称
）綾
瀬
イ

ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
設
置
と
誘
致
す

る
企
業
の
顔
が
見
え
て
い
る
こ
と

と
聞
い
て
い
る
が
、
間
違
い
な
い

か
。
ま
ち
づ
く
り
促
進
協
議
会
の

資
料
に
、
仮
同
意
で
過
半
数
の
賛

同
が
あ
れ
ば
組
合
施
行
で
進
め
る

と
あ
る
が
、そ
の
認
知
度
は
低
い
。

周
知
は
ど
の
よ
う
に
行
っ
た
の

か
。
ま
た
、
促
進
協
議
会
で
は
、新

幹
線
下
の
比
留
川
に
設
置
さ
れ
て

い
る
矢
板
せ
き
を
、
平
成　

年
度

２８

に
撤
去
す
る
と
説
明
さ
れ
た
。
ど

の
よ
う
な
工
程
で
行
う
の
か
。

　

答　
（
仮
称
）綾
瀬
イ
ン
タ
ー
チ

ェ
ン
ジ
は
、
環
境
影
響
予
測
評
価

の
手
続
き
が
完
了
し
、
実
施
計
画

書
が
策
定
さ
れ
た
。
今
年
度
中
に

は
、
連
結
許
可
を
得
ら
れ
る
よ
う

手
続
き
を
進
め
て
い
く
。
企
業
誘

致
は
、
平
成　

年
度
か
ら
担
当
課

２５

長
を
置
く
な
ど
、
本
同
意
の
段
階

で
進
出
候
補
企
業
の
顔
が
見
え
る

よ
う
に
し
て
い
き
た
い
。
仮
同
意

の
内
容
は
、
検
討
会
や
ま
ち
づ
く

り
ニ
ュ
ー
ス
、
個
別
訪
問
で
周
知

し
て
い
る
。
さ
ら
に
個
別
訪
問
で

は
、
地
権
者
の
不
安
や
疑
問
の
解

消
に
努
め
て
い
る
。
ま
た
、
矢
板

せ
き
は
、
浸
水
被
害
の
分
散
を
目

的
に
設
置
し
た
が
、　

年
度
を
目

２８

標
に
下
流
の
整
備
を
県
が
進
め
て

お
り
、完
了
後
、撤
去
し
て
い
く
。

（
ほ
か
に
「
本
市
職
員
の
諸
手
当

に
つ
い
て
」
を
質
問
）

　

問　

災
害
時
の
要
援
護
者
支
援

対
策
で
あ
る
、
地
域
要
援
護
者
登

録
制
度
は
、
支
援
者
に
は　

人
以

１０

上
の
登
録
者
を
受
け
持
つ
こ
と
も

あ
る
な
ど
、
負
担
が
大
き
い
。
要

援
護
者
に
は
自
ら
支
援
者
を
見
つ

け
、
地
域
の
役
員
へ
の
情
報
提
供

も
同
意
し
て
も
ら
う
、
茅
ヶ
崎
市

の
制
度
を
取
り
入
れ
な
い
か
。
ま

た
、
要
援
護
者
か
ら
は
、
個
人
情

　
　
　
　
　
　

森
藤　

紀
子

報
を
知
ら
れ
る
こ
と
に
抵
抗
が
あ

る
と
の
声
を
聞
く
。
中
野
区
で
は

条
例
で
、
提
供
さ
れ
た
個
人
情
報

を
、
別
の
目
的
で
使
用
し
た
際
の

罰
則
規
定
を
設
け
て
い
る
が
、
こ

う
し
た
条
例
を
制
定
し
な
い
か
。

要
援
護
者
が
避
難
す
る
福
祉
避
難

所
は
、登
録
者
数
か
ら
見
る
と
、不

足
し
て
い
る
と
思
う
が
ど
う
か
。

　

答　

支
援
の
担
い
手
不
足
は
承

知
し
て
い
る
が
、
各
地
域
で
支
援

体
制
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
今
後

深谷落合地区まち

づくり事業では正

確な情報の提供を

子
ど
も
・
子
育
て
関
連
３
法
を

活
用
し
新
た
な
支
援
の
実
施
を

災
害
時
の
要
援
護
者
支
援
に
新

た
な
仕
組
み
を
検
討
し
な
い
か

も
地
域
で
の
対
応
を
お
願
い
し
た

い
。
な
お
、
今
後
、
高
齢
者
と
障

害
者
の
個
別
支
援
計
画
を
作
成
す

る
際
に
は
、
支
援
体
制
の
検
討
は

し
た
い
。
ま
た
、
条
例
の
制
定

は
、
個
人
情
報
の
取
り
扱
い
に
つ

い
て
、
地
域
の
方
々
へ
の
周
知
に

努
め
て
い
く
こ
と
か
ら
、
現
在
の

と
こ
ろ
考
え
て
い
な
い
。
市
地
域

防
災
計
画
の
見
直
し
で
被
害
想
定

が
変
更
さ
れ
、
福
祉
避
難
所
で
受

け
入
れ
る
要
援
護
者
数
も
増
加
し

た
。
現
在
、　

あ
る
福
祉
避
難
所

１１

の
さ
ら
な
る
確
保
が
必
要
な
こ
と

か
ら
、
民
間
福
祉
施
設
な
ど
も
視

野
に
入
れ
て
検
討
し
て
い
く
。

（
ほ
か
に
「
こ
れ
か
ら
の
子
ど
も
・

子
育
て
支
援
に
つ
い
て
」を
質
問
）

一般質問とは一般質問とは
　一般質問とは、議員が市の行政（一般事務）全般にわたり、市側に対し事務執行の状況及び将来に対す
る方針などについて所信をただし、あるいは報告、説明を求め、または疑問をただすことをいいます。
　質問は、議会に上程された議案とは関係なく、市の行政全般について認められるもので、議案に関す
る質疑とは本質的に異なり、質問には意見を加えても差し支えないとされています。
　また、議員主導による政策論議であることから、質問する議員はもちろん、受ける執行機関も十分な
準備が必要であるため通告制になっています。
　本市議会では、通告の際、質問の方法（一括か一問一答）を議員が選択することになっています。議
場では、１回目は登壇して通告内容すべてにわたり質問し、２回目からは自席で行います。

質　 質問の方法問の方法
【一括方式】
　第１回目の質問は通告したすべての質問をまとめて行い、再質問は必要なもの
をまとめて行う方式。
　再質問の回数は２回までとし、質問時間は５０分以内。
【一問一答方式】
　第１回目の質問は通告したすべての質問をまとめて行い、再質問は１問ごとに行う方式。
　５０分の時間制限内であれば、再質問の回数は無制限。

 詳しい内容は詳しい内容は
会議録で会議録で 

　市議会だよりは、紙面の都合で発言の
一部を掲載しています。

　詳しくは、市役所内情報
公開コーナー、市立図書館、
市議会に備えてある会議録
をご覧ください。

　また、インターネットでも、会議録の
閲覧や検索ができます。市ホームページ
かアドレスhttp://www.kaigiroku.net/ 
kensaku/ayase/ayase.htmlからご利
用ください。
　なお、１２月定例会の会議
録は、２月下旬から閲覧で
きる予定です。

　
　
　
　
　
　

越
川　

好
昭

　

問　

沖
縄
県
那
覇
市
長
は
、
新

聞
社
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
対
し
、

経
済
援
助
な
ど
は
い
ら
な
い
か
ら

基
地
を
返
し
て
ほ
し
い
と
述
べ
て

い
る
。
沖
縄
県
民
は
命
と
生
活
を

守
る
た
め
、
米
軍
基
地
の
撤
去
が

必
要
と
考
え
て
お
り
、
本
市
も
同

じ
で
あ
る
と
思
う
。
厚
木
基
地
周

辺
の
市
民
団
体
は
、
墜
落
の
危
険

性
が
高
い
Ｍ
Ｖ－

　

オ
ス
プ
レ
イ

２２

が
、
厚
木
基
地
に
飛
来
し
な
い
よ

う
米
海
軍
厚
木
基
地
な
ど
に
申
し

入
れ
た
。さ
ら
に
、１
０
０
０
人
規

模
の
集
会
も
予
定
し
て
い
る
。
市

は
、オ
ス
プ
レ
イ
配
備
に
関
し
て
、

ど
の
よ
う
な
説
明
を
受
け
て
い
る

の
か
。
ま
た
、
オ
ス
プ
レ
イ
が
厚

木
基
地
に
飛
来
し
な
い
よ
う
、
強

く
国
に
訴
え
る
べ
き
と
思
う
が
。

　

答　

オ
ス
プ
レ
イ
の
訓
練
に
、

厚
木
基
地
が
使
用
さ
れ
る
と
い
う

報
道
が
あ
り
、
県
副
知
事
と
基
地

関
係　

市
で
防
衛
省
に
出
向
き
、

１１

事
実
確
認
と
情
報
提
供
を
求
め
て

き
た
。防
衛
省
か
ら
は
、今
後
の
訓

練
な
ど
で
は
、
広
く
本
土
各
地
の

施
設
、
区
域
へ
も
飛
来
す
る
と
聞

い
て
い
る
が
、
詳
細
は
承
知
し
て

い
な
い
と
の
説
明
を
受
け
た
。
ま

た
、
オ
ス
プ
レ
イ
が
厚
木
基
地
に

飛
来
す
る
こ
と
は
、
騒
音
被
害
な

ど
に
悩
ま
さ
れ
て
き
た
市
民
に
と

っ
て
、
さ
ら
な
る
負
担
増
と
な
る

こ
と
か
ら
、
到
底
容
認
で
き
る
も

の
で
は
な
い
。引
き
続
き
、県
や
周

辺
市
と
連
携
し
て
、
厚
木
基
地
を

使
用
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
国

や
米
軍
に
対
し
て
求
め
て
い
く
。

（
ほ
か
に
「
市
内
企
業
の
景
況
把

握
と
対
策
に
つ
い
て
」
を
質
問
）

オスプレイが厚木

基地に飛来しない

よう国への訴えを

あ
や
っ
こ
り
ー


